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理由書


当社は、特定技能外国人の受入れ機関として、定期届出（2026年5月31日提出期限）を行う義務があることを認識しておりましたが、下記の理由により期限内に提出することができませんでした。
記
１．提出が遅延した理由
（例）
・担当者の認識不足により、提出期限の管理が不十分であったため。
・社内体制の変更（担当者の退職・異動等）により、業務引継ぎが適切に行われていなかったため。
・書類作成に必要な情報の収集に時間を要し、期限内の提出が困難となったため。
※実情に合わせて具体的に記載してください。

２．今後の再発防止策
当社においては、今回の事態を重く受け止め、以下の再発防止策を講じます。
（例）
・届出期限の管理体制の見直し（スケジュール管理の徹底）
・担当者の複数配置およびチェック体制の強化
・関係法令及び届出義務に関する社内教育の実施
※実情に合わせて具体的に記載してください。


今後は同様の事態が発生しないよう、適正な受入れ機関としての義務を確実に履行してまいります。

以上

